
第７９号議案 

   足立区特別区税条例の一部を改正する条例 

 上記の議案を提出する。 

  平成１８年６月１３日 

            提出者 足立区長  鈴 木 恒 年 

 

   足立区特別区税条例の一部を改正する条例 

第１条 足立区特別区税条例（昭和３９年足立区条例第５９号）の一部

を次のように改正する。 

 第１７条中「損害保険料控除額」を「地震保険料控除額」に改める。 

 第１８条第１項を次のように改める。 

 所得割の額は、課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所

得金額の合計額に、１００分の６を乗じて得た金額とする。 

  第１８条の次に次の１条を加える。 

  （調整控除） 

第１８条の２ 所得割の納税義務者については、その者の前条の規定

による所得割の額から、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該

各号に定める金額を控除する。 

  （１） 当該納税義務者の前条第２項に規定する課税総所得金額、

課税退職所得金額及び課税山林所得金額の合計額（以下この

条において「合計課税所得金額」という。）が２００万円以

下である場合 次に掲げる金額のうちいずれか少ない金額の

１００分の３に相当する金額 

   ア ５万円に、当該納税義務者が法第３１４条の６第１号イの表

の上欄に掲げる者に該当する場合においては、当該納税義務者

に係る同表の下欄に掲げる金額を合算した金額を加算した金額 

   イ 当該納税義務者の合計課税所得金額 

  （２） 当該納税義務者の合計課税所得金額が２００万円を超える



場合 アに掲げる金額からイに掲げる金額を控除した金額

（当該金額が５万円を下回る場合には、５万円とする。）の

１００分の３に相当する金額 

   ア ５万円に、当該納税義務者が法第３１４条の６第１号イの表

の上欄に掲げる者に該当する場合においては、当該納税義務者

に係る同表の下欄に掲げる金額を合算した金額を加算した金額 

イ 当該納税義務者の合計課税所得金額から２００万円を控除し

た金額 

  第１９条を次のように改める。 

第１９条 削除 

第２０条中「第１９条」を「第１８条の２」に改める。 

  第２０条の２第１項中「場合には、当該配当割額又は当該株式等譲

渡所得割額に１００分の６８」を「場合には、当該配当割額又は当該

株式等譲渡所得割額に５分の３」に改め、「（法第３７条の３の規定

により控除されるべき額で同条の所得割の額から控除しきれなかつた

金額があるときは、当該配当割額又は当該株式等譲渡所得割額に１０

０分の６８を乗じて得た金額に当該控除しきれなかつた金額を加えた

金額）」を削り、「第１９条」を「第１８条の２」に改め、同条第２

項中「控除しきれなかつた」を「控除することができなかつた」に、

「前項の納税義務者」を「同項の納税義務者」に、「当該者」を「当

該納税義務者の同項の申告書に係る年度分の個人の都民税若しくは区

民税に充当し、若しくは当該納税義務者」に改め、同条に次の１項を

加える。 

３ 法第３７条の３の規定により控除されるべき額で同条の所得割の

額から控除することができなかつた金額があるときは、当該控除す

ることができなかつた金額を第１項の規定により控除されるべき額

で同項の所得割の額から控除することができなかつた金額とみなし

て、前項の規定を適用する。 



 第２３条第１項中「損害保険料控除額」を「地震保険料控除額」に

改め、同条第６項中「又は第３項」を「若しくは第３項」に、「又は

公的年金等」を「若しくは公的年金等」に改め、「交付されるもの」

の次に「又は同条第４項ただし書の規定により給与所得に係る源泉徴

収票の交付を受けることができるもの」を加え、「またはその写し」

を「又はその写し」に改める。 

  第３６条の４を次のように改める。 

（分離課税に係る所得割の税率） 

第３６条の４ 分離課税に係る所得割の税率は、１００分の６とする。 

第５０条中「２，７４３円」を「３，０６４円」に改める。 

  付則第２条の２の２第２項中「第１９条」を「第１８条の２」に改

める。 

  付則第３条第１項中「附則第４条第４項第１号」を「附則第４条第

１項第１号」に、「附則第３４条第４項において準用する同条第１項

後段及び第３項第２号」を「附則第３４条第４項後段及び第６項第２

号」に、「本項」を「この項」に改め、同条第３項中「附則第４条第

４項第２号」を「附則第４条第１項第２号」に、「以下本項において

「通算後譲渡損失の金額」という。）（本項の規定により前年前にお

いて控除されたものを除く。」を「この項の規定により前年前におい

て控除されたものを除く。以下この項において「通算後譲渡損失の金

額」という。」に、「その提出期限までに提出した場合（区長におい

てやむを得ない事情があると認める場合には、当該申告書をその提出

期限後において区民税の納税通知書が送達される時までに提出した場

合を含む。）」を「提出した場合」に、「本項において同じ」を「こ

の項において同じ」に、「附則第３４条第４項において準用する同条

第１項後段」を「附則第３４条第４項後段」に改め、同条第５項第１

号中「雑損失」を「雑損失の金額」に、「通算後譲渡損失」」を「通

算後譲渡損失の金額」」に改める。 



  付則第３条の２第１項中「附則第４条の２第４項第１号」を「附則

第４条の２第１項第１号」に、「附則第３４条第４項において準用す

る同条第１項後段及び第３項第２号」を「附則第３４条第４項後段及

び第６項第２号」に、「本項」を「この項」に改め、同条第３項中「附

則第４条の２第４項第２号」を「附則第４条の２第１項第２号」に、

「以下本項において「通算後譲渡損失の金額」という。）（本項の規

定により前年前において控除されたものを除く。」を「この項の規定

により前年前において控除されたものを除く。以下この項において「通

算後譲渡損失の金額」という。」に、「その提出期限までに提出した

場合（区長においてやむを得ない事情があると認める場合には、当該

申告書をその提出期限後において区民税の納税通知書が送達される時

までに提出した場合を含む。）」を「提出した場合」に、「本項にお

いて同じ」を「この項において同じ」に、「附則第３４条第４項にお

いて準用する同条第１項後段」を「附則第３４条第４項後段」に改め、

同条第５項第１号中「雑損失」を「雑損失の金額」に、「通算後譲渡

損失」」を「通算後譲渡損失の金額」」に改める。 

  付則第３条の２の２第１項中「附則第４条の３第３項により準用さ

れる同条第１項」を「附則第４条の３第４項」に、「本条例」を「こ

の条例」に改め、同条第２項中「第４８条の７第１項において準用す

る令第７条の１３第１項」を「第４８条の６第１項」に、「本条例」

を「この条例」に改める。 

  付則第３条の３第１項中「（利息の配当を除く。）」を削り、「第

１９条」を「第１８条の２」に改める。 

  付則第３条の４を次のように改める。 

 第３条の４ 削除 

  付則第３条の４の次に次の１条を加える。 

  （区民税の住宅借入金等特別税額控除） 

 第３条の５ 平成２０年度から平成２８年度までの各年度分の区民税



に限り、所得割の納税義務者が前年分の所得税につき租税特別措置

法第４１条又は第４１条の２の２の規定の適用を受けた場合（同法

第４１条第１項に規定する居住年が平成１１年から平成１８年まで

の各年である場合に限る。）においては、法附則第５条の４第６項

に規定するところにより控除すべき額（第３項において「区民税の

住宅借入金等特別税額控除額」という。）を、当該納税義務者の第

１８条及び第１８条の２の規定を適用した場合の所得割の額から控

除する。 

 ２ 前項の規定の適用がある場合における第２０条の２第１項の規定

の適用については、同項中「前条」とあるのは、「前条並びに付則

第３条の５第１項」とする。 

３ 第１項の規定は、区民税の所得割の納税義務者が、当該年度の初

日の属する年の３月１５日までに、施行規則で定めるところにより、

同項の規定の適用を受けようとする旨及び区民税の住宅借入金等特

別税額控除額の控除に関する事項を記載した申告書（その提出期限

後において区民税の納税通知書が送達される時までに提出されたも

のを含む。）を、区長に提出した場合（法附則第５条の４第９項の

規定により税務署長を経由して提出した場合を含む。）に限り、適

用する。 

  付則第４条第２項各号列記以外の部分中「及び付則第３条の３」を

「、付則第３条の３第１項及び前条第１項」に改め、同項第１号中「１

００分の１」を「１００分の０．９」に改め、同項第２号中「及び付

則第３条の３」を「、付則第３条の３第１項及び前条第１項」に改め

る。 

  付則第５条を次のように改める。 

  （区民税の分離課税に係る所得割の額の特例等） 

 第５条 分離課税に係る所得割の額は、当分の間、第３６条の３及び

第３６条の４の規定を適用して計算した金額からその１０分の１に



相当する金額を控除して得た金額とする。 

 ２ 前項の規定の適用がある場合における第３６条の８及び第３６条

の１４第１項の規定の適用については、これらの規定中「第３６条

の４」とあるのは、「第３６条の４並びに付則第５条第１項」とす

る。 

  付則第６条の２第１項中「平成１５年７月１日」を「平成１８年７

月１日」に、「２，９７７円」を「３，２９８円」に改め、同条第２

項中「平成１５年７月１日」を「平成１８年７月１日」に、「１，４

１２円」を「１，５６４円」に改める。 

  付則第９条第１項各号列記以外の部分中「附則第３３条の３第１項」 

を「附則第３３条の３第５項」に改め、同項第１号中「規定により」

の次に「読み替えて」を加え、「１００分の９」を「１００分の７．

２」に改め、同条第２項中「附則第３３条の３第２項」を「附則第３

３条の３第６項」に改め、同条第３項第２号中「第２０条、第２０条

の２第１項及び付則第３条の３第１項」を「第１８条の２、第２０条、

第２０条の２第１項、付則第３条の３第１項及び付則第３条の５第１

項」に改め、「場合の」を削り、「及び付則第９条第１項」を「並び

に付則第９条第１項」に改め、同項第４号中「及び」を「並びに」に

改め、同項第５号を削り、同条第４項中「附則第３３条の３第４項」

を「附則第３３条の３第８項」に改める。 

  付則第１０条第１項中「規定により」の次に「読み替えて」を加え、

「１００分の３．４」を「１００分の３」に改め、同条第２項中「附

則第３５条第５項において準用する同条第１項後段」を「附則第３５

条第５項後段」に改め、同条第３項第２号中「第２０条、第２０条の

２第１項及び付則第３条の３第１項」を「第１８条の２、第２０条、

第２０条の２第１項、付則第３条の３第１項及び付則第３条の５第１

項」に改め、「場合の」を削り、「及び付則第１０条第１項」を「並

びに付則第１０条第１項」に改め、同項第４号中「及び」を「並びに」



に改め、同項第５号を削る。 

  付則第１１条第１項各号列記以外の部分中「本条」を「この条」に、

「附則第３４条の２第１項」を「附則第３４条の２第４項」に改め、

同項第１号中「１００分の２．７」を「１００分の２．４」に改め、

同項第２号ア中「５４万円」を「４８万円」に改め、同号イ中「１０

０分の３．４」を「１００分の３」に改め、同条第２項中「附則第３

４条の２第２項」を「附則第３４条の２第５項」に、「本項」を「こ

の項」に、「附則第３４条の２第７項」を「附則第３４条の２第９項」

に改め、同条第３項中「、第３７条の９の２又は第３７条の９の３」

を「又は第３７条の９の２から第３７条の９の４まで」に改める。 

  付則第１１条の２第１項第１号中「１００分の２．７」を「１００

分の２．４」に改め、同項第２号ア中「１６２万円」を「１４４万円」

に改め、同号イ中「１００分の３．４」を「１００分の３」に改める。 

  付則第１２条第１項中「第５項において準用する付則第１０条第３

項第１号」を「第５項第１号」に改め、「規定により」の次に「読み

替えて」を加え、「１００分の６」を「１００分の５．４」に改め、

同条第２項中「附則第３４条第４項において準用する同条第１項後段」 

を「附則第３４条第４項後段」に改め、同条第３項中「附則第３５条

第３項」を「附則第３５条第７項」に、「１００分の６」を「１００

分の５．４」に、「１００分の３．４」を「１００分の３」に改め、

同条第４項中「附則第３５条第３項」を「附則第３５条第７項」に改

め、同条第５項を次のように改める。 

５ 第１項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。 

 （１） 第１７条の規定の適用については、同条中「総所得金額」

とあるのは「総所得金額、付則第１２条第１項に規定する短

期譲渡所得の金額」とする。 

  （２） 第１８条の２、第２０条、第２０条の２第１項、付則第３

条の３第１項及び付則第３条の５第１項の規定の適用につい



ては、これらの規定中「所得割の額」とあるのは「所得割の

額並びに付則第１２条第１項の規定による区民税の所得割の

額」とする。 

  （３） 第２１条の規定の適用については、同条中「または山林所

得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は付則第１２

条第１項に規定する短期譲渡所得の金額」と、「若しくは山

林所得金額」とあるのは「、山林所得金額若しくは租税特別

措置法第３２条第１項に規定する短期譲渡所得の金額」とす

る。 

  （４） 付則第２条の２の２の規定の適用については、同条第１項

中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに付則第

１２条第１項に規定する短期譲渡所得の金額」と、同条第２

項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに付則第１

２条第１項の規定による区民税の所得割の額」とする。 

  付則第１３条第１項中「附則第１８条第１項」を「附則第１８条第

６項」に、「以下この項及び次項並びに」を「当該区民税の所得割の

納税義務者が法第２３条第１項第１６号に規定する特定株式等譲渡所

得金額（以下この項において「特定株式等譲渡所得金額」という。）

に係る所得を有する場合には、当該特定株式等譲渡所得金額に係る所

得の金額（第１５条第６項の規定により同条第５項の規定の適用を受

けないものを除く。）を除外して算定するものとする。以下この項及

び」に、「第４項第１号」を「第２項第１号」に改め、「規定により」

の次に「読み替えて」を加え、「１００分の３．４」を「１００分の

３」に改め、同条第２項及び第３項を削り、同条第４項各号列記以外

の部分中「第１項」を「前項」に改め、同項第２号中「第２０条、第

２０条の２第１項及び付則第３条の３第１項」を「第１８条の２、第

２０条、第２０条の２第１項、付則第３条の３第１項及び付則第３条

の５第１項」に改め、「場合の」を削り、「及び付則第１３条第１項」



を「並びに付則第１３条第１項」に改め、「と、第２０条の２第１項

中「同条第６項」とあるのは「付則第１３条第３項」」を削り、同項

第４号中「及び」を「並びに」に改め、同項第５号を削り、同項を同

条第２項とする。 

  付則第１３条の２第１項中「発生したことは当該特定管理株式の譲

渡」の次に「（証券取引法（昭和２３年法律第２５号）第２条第２０

項に規定する有価証券先物取引の方法により行うものを除く。以下こ

の項及び次項において同じ。）」を加え、「附則第１８条の２第１項」

を「附則第１８条の２第５項」に改め、同条第２項中「、次条及び付

則第１３条の４」を削り、「附則第１８条の２第３項」を「附則第１

８条の２第６項」に、「株式等」を「同法第３７条の１０第２項に規

定する株式等」に改め、同条第３項中「附則第１８条の２第４項」を

「附則第１８条の２第７項」に改める。 

  付則第１３条の３中「附則第１８条の３第１項から第３項まで」を

「附則第１８条の３第５項から第７項まで」に、「同条第４項第１号」

を「同条第２項第１号」に、「１００分の２」を「１００分の１．８」

に改める。 

  付則第１３条の４中「附則第３５条の２第１項」を「附則第３５条

の２第６項」に、「附則第３５条の２の４第１項及び第２項」を「附

則第３５条の２の４第４項及び第５項」に改める。 

  付則第１３条の５第１項中「附則第３５条の２の６第２項」を「附

則第３５条の２の６第８項」に、「本項」を「この項」に、「本条」

を「この条」に改め、同条第２項中「から第３項まで」を削り、「付

則第１３条第１項及び付則第１３条の３中」を「付則第１３条第１項

中」に、「金額。」」を「金額とし、」と、付則第１３条の３中「計

算した金額（」とあるのは「計算した金額（付則第１３条の５第１項

の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。」」に改める。 

  付則第１４条第１項中「本条」を「この条」に、「附則第３５条の



３第１項」を「附則第３５条の３第１１項」に、「附則第１８条の６

第１項」を「附則第１８条の６第２２項」に、「本条例」を「この条

例」に改め、同条第３項中「附則第３５条の３第４項」を「附則第３

５条の３第１４項」に、「本項」を「この項」に、「本条」を「この

条」に改め、同条第４項中「から第３項まで」を削り、「付則第１３

条第１項及び付則第１３条の３中」を「付則第１３条第１項中」に、

「金額。」」を「金額とし、」と、付則第１３条の３中「計算した金

額（」とあるのは「計算した金額（付則第１４条第３項の規定の適用

がある場合には、その適用後の金額。」」に改め、同条第７項中「附

則第１８条の６第１３項」を「附則第１８条の６第３５項」に、「附

則第１８条の６第１４項」を「附則第１８条の６第３６項」に改める。 

  付則第１４条の２第１項中「本項」を「この項」に改め、「規定に

より」の次に「読み替えて」を加え、「１００分の３．４」を「１０

０分の３」に改め、同条第２項第２号中「第２０条、第２０条の２第

１項及び付則第３条の３第１項」を「第１８条の２、第２０条、第２

０条の２第１項、付則第３条の３第１項及び付則第３条の５第１項」

に改め、「場合の」を削り、「及び付則第１４条の２第１項」を「並

びに付則第１４条の２第１項」に改め、同項第４号中「及び」を「並

びに」に改め、同項第５号を削る。 

  付則第１４条の３第１項中「附則第３５条の４の２第２項」を「附

則第３５条の４の２第８項」に、「本項」を「この項」に改め、同条

の次に次の１条を加える。 

  （条約適用利子等及び条約適用配当等に係る個人の区民税の課税の

特例） 

 第１４条の４ 所得割の納税義務者が支払を受けるべき租税条約の実

施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律（昭

和４４年法律第４６号。以下「租税条約実施特例法」という。）第

３条の２の２第１０項に規定する条約適用利子等については、第１



５条及び第１８条の規定にかかわらず、他の所得と区分し、その前

年中の同項に規定する条約適用利子等の額（以下この項において「条

約適用利子等の額」という。）に対し、条約適用利子等の額（次項

第１号の規定により読み替えられた第１７条の規定の適用がある場

合には、その適用後の金額）に１００分の５の税率から同法第３条

の２の２第１項に規定する限度税率（第３項において「限度税率」

という。）を控除して得た率に５分の３を乗じて得た率（当該納税

義務者が同条第３項の規定の適用を受ける場合には、１００分の３

の税率）を乗じて計算した金額に相当する区民税の所得割を課する。 

２ 前項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。 

（１） 第１７条の規定の適用については、同条中「総所得金額」

とあるのは、「総所得金額、付則第１４条の４第１項に規定

する条約適用利子等の額」とする。 

（２） 第２０条、第２０条の２第１項及び付則第３条の３第１項

の規定の適用については、これらの規定中「場合の所得割の

額」とあるのは、「場合の所得割の額並びに付則第１４条の

４第１項の規定による区民税の所得割の額」とする。 

（３） 第２１条の規定の適用については、同条中「または山林所

得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は付則１４条

の４第１項に規定する条約適用利子等の額」と、「若しくは

山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額若しくは

租税条約実施特例法第３条の２第１６項に規定する特定利

子に係る利子所得の金額、同条第１８項に規定する特定収益

分配に係る配当所得の金額、同条第２２項に規定する特定懸

賞金等に係る一時所得の金額若しくは同条第２４項に規定

する特定給付補てん金等に係る雑所得等の金額」とする。 

（４） 付則第２条の２の２の規定の適用については、同条第１項

中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに付則第



１４条の４第１項に規定する条約適用利子等の額」と、同条

第２項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに付則

第１４条の４第１項の規定による区民税の所得割の額」とす

る。 

（５） 付則第１５条第４項の規定の適用については、同項中「除

く。）の額」とあるのは、「除く。）の額並びに付則第１４

条の４第１項の規定による区民税の所得割の額」とする。 

３  所得割の納税義務者が支払を受けるべき租税条約実施特例法第

３条の２の２第１２項に規定する条約適用配当等（次項において

「条約適用配当等」という。）については、第１５条第３項及び第

４項の規定は適用しない。この場合において、当該条約適用配当等

については、第１５条及び第１８条の規定にかかわらず、他の所得

と区分し、その前年中の同法第３条の２の２第１２項に規定する条

約適用配当等の額（以下この項において「条約適用配当等の額」と

いう。）に対し、条約適用配当等の額（第５項第１号の規定により

読み替えられた第１７条の規定の適用がある場合には、その適用後

の金額）に１００分の５（平成２０年３月３１日までに支払を受け

るべきものにあつては、１００分の３）の税率から限度税率を控除

して得た率に１００分の６８（同日までに支払を受けるべきものに

あつては、３分の２）を乗じて得た率（当該納税義務者が同法第３

条の２の２第３項の規定の適用を受ける場合には、１００分の３．

４（同日までに支払を受けるべきものにあつては、１００分の２）

の税率）を乗じて計算した金額に相当する区民税の所得割を課する。 

４ 前項後段の規定は、条約適用配当等に係る所得が生じた年の翌年

の４月１日の属する年度分の第２３条第１項の規定による申告書

（その提出期限後において区民税の納税通知書が送達される時まで

に提出されたもの及びその時までに提出された第２４条第１項の確

定申告書を含む。）に前項後段の規定の適用を受けようとする旨の



記載があるとき（これらの申告書にその記載がないことについてや

むを得ない理由があると区長が認めるときを含む。）に限り、適用

する。 

５ 第３項後段の規定の適用がある場合には、次に定めるところによ

る。 

（１） 第１７条の規定の適用については、同条中「総所得金額」

とあるのは、「総所得金額、付則第１４条の４第３項に規定

する条約適用配当等の額」とする。 

（２） 第２０条、第２０条の２第１項及び付則第３条の３第１項

の規定の適用については、これらの規定中「場合の所得割の

額」とあるのは「場合の所得割の額並びに付則第１４条の４

第３項の規定による区民税の所得割の額」と、第２０条の２

第１項中「第１５条第４項」とあるのは「付則第１４条の４

第４項」とする。 

（３） 第２１条の規定の適用については、同条中「または山林所

得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は付則第１４

条の４第３項に規定する条約適用配当等の額」と、「若しく

は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額若しく

は租税条約実施特例法第３条の２第２０項に規定する申告不

要特定配当等に係る配当所得の金額」とする。 

（４） 付則第２条の２の２の規定の適用については、同条第１項

中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに付則第

１４条の４第３項に規定する条約適用配当等の額」と、同条

第２項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに付則

第１４条の４第３項の規定による区民税の所得割の額」とす

る。 



（５） 付則第１５条第４項の規定の適用については、同項中「除

く。）の額」とあるのは、「除く。）の額並びに付則第１４

条の４第３項の規定による区民税の所得割の額」とする。 

６ 租税条約実施特例法第３条の２の２第１項の規定の適用がある場

合（第３項後段の規定の適用がある場合を除く。）における第２０

条の２第１項の規定の適用については、同項中「又は同条第６項」 

とあるのは「若しくは付則第１４条の４第３項に規定する条約適用

配当等（以下「条約適用配当等」という。）に係る所得が生じた年

の翌年の４月１日の属する年度分の第２３条の２第１項の規定によ

る申告書（その提出期限後において区民税の納税通知書が送達され

る時までに提出されたもの及びその時までに提出された第２４条第

１項の確定申告書を含む。）にこの項の規定の適用を受けようとす

る旨及び当該条約適用配当等に係る所得の明細に関する事項の記載

がある場合（これらの申告書にこれらの記載がないことについてや

むを得ない理由があると区長が認めるときを含む。）であつて、当

該条約適用配当等に係る所得の金額の計算の基礎となつた条約適用

配当等の額について租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び

地方税法の特例等に関する法律（昭和４４年法律第４６号。以下「租

税条約実施特例法」という。）第３条の２の２第１項の規定及び法

第２章第１節第５款の規定により配当割額を課されたとき、又は第

１５条第６項」と、「法第３７条の３」とあるのは「租税条約実施

特例法第３条の２の２第９項の規定により読み替えて適用される法

第３７条の３」とする。 

  付則第１５条を削る。 

  別表を削る。 

第２条 足立区特別区税条例の一部を次のように改正する。 

  付則第１４条の４第２項第２号中「第２０条、第２０条の２第１項

及び付則第３条の３第１項」を「第１８条の２、第２０条、第２０条



の２第１項、付則第３条の３第１項及び付則第３条の５第１項」に改

め、「場合の」を削り、同項第５号を削り、同条第３項中「１００分

の６８（同日までに支払を受けるべきものにあつては、３分の２）」

を「５分の３」に、「１００分３．４」を「１００分の３」に、「１

００分の２」を「１００分の１．８」に改め、同条第５項第２号中「第

２０条、第２０条の２第１項及び付則第３条の３第１項」を「第１８

条の２、第２０条、第２０条の２第１項、付則第３条の３第１項及び

付則第３条の５第１項」に改め、「場合の」を削り、同項第５号を削

り、同条第６項中「第２０条の２第１項」を「第２０条の２」に、「同

項」を「同条第１項」に改め、「第１５条第６項」と、」の次に「同

条第３項中」を加える。 

   付 則 

（施行期日） 

第１条 この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号

に定める日から施行する。 

 （１） 第１条中足立区特別区税条例付則第１４条の３の次に１条を

加える改正規定 公布の日 

 （２） 第１条中足立区特別区税条例第５０条の改正規定及び同条例

付則第６条の２の改正規定並びに付則第４条の規定 平成１８

年７月１日 

 （３） 第１条中足立区特別区税条例第２３条第６項及び第３６条の

４の改正規定、同条例付則第５条の改正規定及び同条例別表を

削る改正規定並びに次条第２項の規定 平成１９年１月１日 

 （４） 第１条中足立区特別区税条例第１８条第１項の改正規定、同

条例第１８条の次に１条を加える改正規定、同条例第１９条及

び第２０条の改正規定、同条例第２０条の２の改正規定（「場

合には、当該配当割額又は当該株式等譲渡所得割額に１００分

の６８」を「場合には、当該配当割額又は当該株式等譲渡所得



割額に５分の３」に改める部分を除く。）、同条例付則第２条

の２の２第２項及び付則第３条から第３条の３までの改正規定、

同条例付則第３条の４の次に１条を加える改正規定、同条例付

則第４条及び第９条から第１４条の３までの改正規定、同条例

付則第１５条を削る改正規定並びに第２条中足立区特別区税条

例付則第１４条の４第２項、第５項及び第６項の改正規定並び

に次条第１項並びに付則第３条及び第５条の規定 平成１９年

４月１日 

 （５） 第１条中足立区特別区税条例第１７条及び第２３条第１項の

改正規定並びに次条第３項及び第４項の規定 平成２０年１月

１日 

 （６） 第１条中足立区特別区税条例第２０条の２の改正規定（「場

合には、当該配当割額又は当該株式等譲渡所得割額に１００分

の６８」を「場合には、当該配当割額又は当該株式等譲渡所得

割額に５分の３」に改める部分に限る。）、同条例付則第３条

の４の改正規定並びに第２条中足立区特別区税条例付則第１４

条の４第３項の改正規定及び次条第５項の規定 平成２０年４

月１日 

 （区民税に関する経過措置） 

第２条 第１条の規定による改正後の足立区特別区税条例（以下「新条

例」という。）第１８条第１項及び第１８条の２並びに付則第４条第

２項、第１０条第１項、第１１条第１項、第１１条の２、第１２条第

１項及び第３項、第１３条第１項、第１３条の３並びに第１４条の２

第１項の規定は、平成１９年度以後の年度分の区民税について適用し、

平成１８年度分までの区民税については、なお従前の例による。 

２ 新条例の規定中分離課税に係る所得割（新条例第３６条の２の規定

によつて課する所得割をいう。以下この項及び次条第１項において同

じ。）に関する部分は、平成１９年１月１日以後に支払うべき退職手



当等（新条例第３６条の２に規定する退職手当等をいう。以下のこの

項において同じ。）に係る分離課税に係る所得割について適用し、同

日前に支払うべき退職手当等に係る分離課税に係る所得割については、

なお従前の例による。この場合において、平成１９年１月１日から同

年３月３１日までに支払うべき退職手当等に係る分離課税に係る所得

割については、足立区特別区税条例付則第１５条第３項の規定は、適

用しない。 

３ 新条例第１７条の規定は、平成２０年度以後の年度分の区民税につ

いて適用し、平成１９年度分までの区民税については、なお従前の例

による。 

４ 所得割の納税義務者が、平成１９年以後の各年において、地方税法

等の一部を改正する法律（平成１８年法律第７号）附則第１１条第５

項第１号に規定する旧長期損害保険料を支払つた場合には、新条例第

１７条の規定により控除すべき地震保険料控除額は、同条の規定にか

かわらず、同項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額

として、同条の規定を適用する。 

５ 新条例第２０条の２及び第２条の規定による改正後の足立区特別区

税条例付則第１４条の４第３項の規定は、平成２０年度以後の年度分

の区民税について適用し、平成１９年度分までの区民税については、

なお従前の例による。 

第３条 平成１９年度分の区民税に限り、当該区民税の所得割の納税義

務者のうち、当該納税義務者の同年度分の区民税に係る新条例第１８

条第２項に規定する課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林

所得金額の合計額（以下この項において「合計課税所得金額」とい

う。）が、新条例第１８条の２第１号ア又は第２号アに掲げる金額を

超え、かつ、当該納税義務者の平成２０年度分の区民税に係る合計課

税所得金額、新条例付則第１０条第１項に規定する課税長期譲渡所得

金額、新条例付則第１２条第１項に規定する課税短期譲渡所得金額、



新条例付則第１３条第１項に規定する株式等に係る課税税譲渡所得

等の金額、新条例付則第１４条の２第１項に規定する先物取引に係る

課税雑所得等の金額、新条例付則第１４条の４第１項に規定する条約

適用利子等の額（同条第２項第１号の規定により読み替えて適用され

る新条例第１７条の規定の適用がある場合には、その適用後の金額）

及び新条例付則第１４条の４第３項に規定する条約適用配当等の額

（同条第５項第１号の規定により読み替えて適用される新条例第１

７条の規定の適用がある場合には、その適用後の金額）の合計額が、

新条例第１８条の２第１号ア又は第２号アに掲げる金額を超えない

ものについては、第１号に掲げる金額から第２号に掲げる金額を控除

して得た金額（当該金額が零を下回る場合には、零とする。）を、新

条例中所得割に関する部分（新条例第２０条の２の規定を除く。）を

適用した場合における当該納税義務者の所得割（分離課税に係る所得

割を除く。）の額から減額する。 

（１） 当該納税義務者の平成１９年度分の新条例第１８条の規定に

よる所得割の額から新条例第１８条の２の規定による控除額を

控除した金額 

（２） 当該納税義務者の平成１９年度分の区民税に係る新条例第１

８条第２項に規定する課税総所得金額、課税退職所得金額又は

課税山林所得金額につき第１条の規定による改正前の足立区特

別区税条例（以下この号において「旧条例」という。）付則第

１５条第３項の規定により読み替えられた旧条例第１８条第１

項の規定を適用して計算した所得割の額 

２ 足立区特別区税条例の一部を改正する条例（平成１７年足立区条例

第２７号）付則第２条第６項の規定の適用がある場合における前項の

規定の適用については、同項中「零とする。）」とあるのは「零とす

る。）の３分の２に相当する金額」と、「新条例中所得割に関する部

分（新条例第２０条の２の規定を除く。）を適用した場合における当



該納税義務者の所得割（分離課税に係る所得割を除く。）の額」とあ

るのは「足立区特別区税条例の一部を改正する条例（平成１７年足立

区条例第２７号）付則第２条第６項の規定による所得割の額」とする。 

３ 第１項の規定は、同項に規定する区民税の所得割の納税義務者から、

平成２０年７月１日から同月３１日（同月１日以後において同項の規

定の適用を受けることとなつた者については、当該適用を受けること

となつた日から１月を経過した日の前日）までの間に、区長に対して、

同項の規定の適用を受けようとする旨の申告がされた場合に限り、適

用する。 

４ 区長は、前項に規定する期間の経過後に同項の申告がされた場合に

おいて、当該期間内に申告がされなかつたことについてやむを得ない

理由があると認めるときは、当該納税義務者につき第１項の規定を適

用することができる。 

５ 区長は、第１項の規定により所得割の額を減額した場合において、

既に徴収された所得割の額、新条例第２０条の２第１項の規定により

控除された金額及び同条第２項の規定により区民税に充当された金

額の合計額が当該減額後の所得割の額を超えるときは、遅滞なく、当

該超えることとなる金額に相当する金額を還付する。 

６ 区長は、前項の規定により還付すべき場合において、その還付を受

けるべき納税義務者につき未納に係る徴収金があるときは、同項の規

定にかかわらず、当該還付すべき金額をこれに充当する。 

７ 区長は、第１項の規定の適用を受けようとする旨の申告があつた場

合においては、当該申告をした者に対し、第１項の規定による減額（以

下この項において「特例減額」という。）をした場合にあつては、そ

の旨（第５項又は第６項の規定による還付又は充当をした場合にあつ

ては、その旨を含む。）を、特例減額をしない場合にあつては、その

旨を、遅滞なく、通知する。 



８ 地方税法施行令（昭和２５年政令第２４５号）第６条の１４第１項

の規定は、第６項の規定による充当について準用する。 

（たばこ税に関する経過措置） 

第４条 平成１８年７月１日（次項及び第３項において「指定日」とい

う。）前に課した、又は課すべきであつたたばこ税については、なお

従前の例による。 

２ 指定日前に地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第４６５条第１

項の売渡し又は同条第２項の売渡し若しくは消費等（同法第４６９条

第１項第１号及び第２号に規定する売渡しを除く。）が行われた製造

たばこを指定日に販売のため所持する卸売販売業者等（新条例第４７

条第１項に規定する卸売販売業者等をいう。以下この項及び第６項に

おいて同じ。）又は小売販売業者がある場合において、これらの者が

所得税法等の一部を改正する等の法律（平成１８年法律第１０号）附

則第１５６条第１項の規定により製造たばこの製造者として当該製

造たばこを指定日にこれらの者の製造たばこの製造場から移出した

ものとみなして同項の規定によりたばこ税を課されることとなると

きは、これらの者が卸売販売業者等として当該製造たばこ（これらの

者が卸売販売業者等である場合には区の区域内に所在する貯蔵場所、

これらの者が小売販売業者である場合には区の区域内に所在する当

該 製 造 た ば こ を 直 接 管 理 す る 営 業 所 に お い て 所 持されるものに限

る。）を指定日に区の区域内に営業所の所在する小売販売業者に売り

渡したものとみなして、これらの者にたばこ税を課する。この場合に

おけるたばこ税の課税標準は、当該売り渡したものとみなされる製造

たばこの本数とし、次の各号に掲げる製造たばこの区分に応じ当該各

号に定める税率によりたばこ税を課する。 

（１） 製造たばこ（次号に掲げる製造たばこを除く。） １，００

０本につき３２１円 



（２） 新条例付則第６条の２第２項に規定する紙巻たばこ １，０

００本につき１５２円 

３ 前項に規定する者は、同項に規定する貯蔵場所又は営業所ごとに、

地方税法施行規則等の一部を改正する省令（平成１８年総務省令第６

０号）別記第２号様式による申告書を指定日から起算して１月以内に

区長に提出しなければならない。 

４ 前項の規定による申告書を提出した者は、平成１９年１月４日まで

に、その申告に係る税金を地方税法施行規則（昭和２９年総理府令第

２３号。第６項において「施行規則」という。）第３４号の２の５様

式による納付書によつて納付しなければならない。 

５ 第２項の規定によりたばこ税を課する場合には、同項から前項まで

に規定するもののほか、新条例第８条、第４９条第２項、第５１条の

３第４項及び第５項並びに第５２条の規定を適用する。この場合にお

いて、新条例第４９条第２項中「前項」とあるのは「足立区特別区税

条例の一部を改正する条例（平成１８年足立区条例第  号。以下こ

の項及び第２章第４節において「平成１８年改正条例」という。）付

則第４条第２項」と、新条例第５１条の３第４項中「施行規則第３４

号の２様式又は第３４号の２の２様式」とあるのは「地方税法施行規

則等の一部を改正する省令（平成１８年総務省令第６０号）別記第２

号様式」と、同条第５項中「第１項又は第２項」とあるのは「平成１

８年改正条例付則第４条第４項」と読み替えるものとする。 

６ 卸売販売業者等が、販売契約の解除その他やむを得ない理由により、

区の区域内に営業所の所在する小売販売業者に売り渡した製造たばこ

のうち、第２項の規定によりたばこ税を課された、又は課されるべき

ものの返還を受けた場合には、当該たばこ税に相当する金額を、新条

例第５１条の４の規定に準じて、同条の規定により当該製造たばこに

つき納付された、又は納付されるべきたばこ税額に相当する金額に係

る控除又は還付に併せて、当該卸売販売業者等に係るたばこ税額から



控除し、又は当該卸売販売業者等に還付する。この場合において、当

該卸売販売業者等が新条例第５１条の３第１項から第３項までの規定

により区長に提出すべき申告書には、当該返還に係る製造たばこの品

目ごとの数量についての明細を記載した施行規則第１６号の５様式に

よる書類を添付しなければならない。 

 （足立区特別区税条例の一部を改正する条例の一部改正） 

第５条 足立区特別区税条例の一部を改正する条例（平成１７年足立区

条例第２７号）の一部を次のように改正する。 

 付則第２条第６項中「第１９条」を「第１８条の２」に改める。 

 

 （提案理由） 

 地方税法等の改正に伴い、所得割の税率を改めるとともに、規定を整

備する必要があるので、この条例案を提出いたします。 


